
申告フローチャート スタートから矢印に沿って進んでください

いいえ

令和5年1月1日に
住民票があった
市区町村にお問い
合わせください。

スタート
令和5年1月1日に安中
市に住民票がありまし
たか？

はい

いいえ

同居親族の控除対象配
偶者・扶養控除対象者
になっていますか？

令和4年1月1日から令
和4年12月31日までに
収入がありましたか？

はい

はい市県民税の申告が
必要です。

収入は、遺族・障害年
金、失業保険などの非
課税所得だけでした
か？

いいえ

いいえ

公的年金収入が
ありましたか？ 給与所得者でしたか？

はい

いいえ

いいえ

いいえ

所得税および復興特別
所得税の確定申告をし
ますか？
（納付・還付など）

勤務先から安中市に「給
与支払報告書」が提出さ
れていますか？
（不明な場合は勤務先に
確認してください。）

はい

いいえ

市県民税の申告は
不要です。

給与以外に収入（年金・
営業・農業・不動産な
ど）がありましたか？

はい

申告は原則不要ですが、
福祉その他の行政サー
ビスの適用を受ける場
合には、申告が必要にな
る場合があります。

はい

公的年金の収入のあっ
た人のフローチャート
（P9）をご覧ください。

いいえ

市県民税の申告が
必要です。

はい

税務署に確定申告書を
提出してください。

はい

いいえ

市県民税の申告が
必要です。

給与以外の所得は、
20万円を超えていまし
たか？

このフローチャートは、一般的な例を示しています。市県民税の
申告が不要でも、源泉徴収税額によっては、確定申告をしなけれ
ばならない場合もあります。また、控除額が所得よりも大きい場
合は、確定申告をしなくてもよい場合もあります。

税務署に確定申告書を
提出してください。

はい

公的年金の収入があった人のフローチャート
スタート　　公的年金以外の所得がありましたか？

はい はい いいえいいえ

所得税および復興特別
所得税を計算すると還
付になる。

いいえはい

申告は不要です。市県民税の申告
が必要です。

市県民税の申告
が必要です。

税務署に確定申告書を
提出してください。

はい いいえ

公的年金等の源泉徴収票の
所得控除に変更または追加
がありますか？

いいえ

令和4年1月1日から令和4
年12月31日の間に公的年
金等収入の合計額が次の
金額を超えていますか？
65歳未満：98万円
65歳以上：148万円
※65歳未満：昭和33年1
月2日以後生まれ
※65歳以上：昭和33年1
月1日以前生まれ

はい

所得税および復興特別
所得税を計算すると還
付になる。

いいえ はい

はいいいえ

所得税および復興特別
所得税が源泉徴収され
ていますか？

いいえはい

所得税および復興特別所得税が公的年金等か
ら源泉徴収されていますか？

公的年金以外の所得は、20万円を超えてい
ましたか？

（注１）（注１）

（注２）

（注１）

（注１）公的年金の収入が400万円を超える人は、上記のフローチャートにかかわらず、税務署への確定
　　　申告書の提出が必要な場合があります。
（注２）所得税が納税とならない場合は、市県民税の申告が必要です。

◎公的年金等の収入が400万円以下の人の申告について
　公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等に係る所得以外の所得が20万円以下の場合、平成
23年分から確定申告書の提出は不要となりました。ただし、所得税の還付を受けるには確定申告書の
提出が必要です。
　また、確定申告書を提出しない人でも、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除を市
県民税の計算に適用するには、市県民税申告書の提出が必要です。
（例：医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、公的年金等から天引きされていない社会保険料
の控除、源泉徴収票に記載のない扶養控除・障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除など）
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